
私たちは、環境への取組を推進することにより「安全かつ環境にやさしい東京港」を目指すとともに、多くのお客様が安心
して、港の景観や水・緑に親しみ憩うことのできる東京港の実現に貢献します。

環境活動方針

１ わたしたちは、地球温暖化対策推進のため、「省エネ型機器の導入
と利用拡大」「普及啓発等の取組」を実施します。

2 わたしたちは、大気汚染改善のため、コンテナ埠頭及び臨海地域での
窒素酸化物や浮遊粒子状物質の削減に取り組みます。

3 わたしたちは、東京港内水域の自然環境の保全と漁場の回復を図るた
め、環境保全事業を行います。

4 わたしたちは、地域住民や都民の参加・協働による環境コミュニケー
ション活動を促進するため、環境に関連する社会活動に積極的に取り組
みます。

5 わたしたちは、事業活動で発生する廃棄物の排出量の抑制と環境物品
等の調達を推進するため、廃棄物の分別及び削減とリサイクル活動、グ
リーン購入に努めます。

Ⅱ 環 境 基 本 方 針

東京都環境確保条例への対応

当社が運営する大井・青海コンテナ埠頭が、温室効果ガス排出総量削減
義務と排出量取引制度の対象事業所となっています。

第１計画期間（2010年-2014年）で平均６%、第２計画期間（2015
年-2019年）では平均13%削減することが義務付けられています。また、
第3計画期間（2020年-2024年）では平均25%削減することが義務付
けられています。

この削減目標の達成に向けて、ターミナル借受者と「環境対策会議」を
設置・協議し、大井・青海コンテナ埠頭全体の排出量を削減する取組を推
進していきます。

3

コンテナターミナル環境推進体制

温暖化対策の推進へ向けた協議を実施

統括管理者
技術部
計画調整課長

技術管理者
技術部
設備課長

推進責任者
埠頭事業部
業務課長

コンテナターミナル
借受者

東京港埠頭株式会社

コンテナターミナル
環境対策会議

※大井コンテナターミナルでの対策会議設置例
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